
＊厚生労働省では、基本目標＞施策大目標＞施策目標を設定して、政策を実施しています。
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目標１

（課題１）

基準年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

前年度（38%）
以上

46％以上 50％以上
前年度を上

回る値
(68％)

前年度を上
回る値
(71%)

52% 59% 67% 70%

前年度
（19.1%）以上

前年度
（26.3%）以上

前年度
（32.1%）以上

前年度を上
回る値
(58%)

100%

26% 32% 58% 67%

令和7年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

施策目標名（政策体系上の位置付け）
行政手続のオンライン化を推進すること（施策目標ＸⅢ－１－１）
　基本目標ⅩⅢ：国民生活の利便性の向上に関わるICT化を推進すること
　　施策大目標１：デジタル政府・デジタル社会形成に向け、厚生労働分野における情報化を推進すること

担当
部局名

大臣官房情報化担当参事官室 作成責任者名 大臣官房参事官（情報化担当）　岡部　史哉

施策の概要

・　厚生労働分野では、社会保障費の増大や国民の厚生労働行政に対するニーズの多様化、開かれた行政への取組など、多くの課題に直面している。

・　こうした課題に対して、ICT・デジタル技術を活用して解決を図れないかという問題意識の下、健康・医療・介護・福祉・労働・行政サービスの各分野において、デジタル手続法（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成14年法律第151号））や「デジタル社会の実現に向けた重点計
画（令和３年12月24日閣議決定）」なども踏まえつつ、情報政策の推進による改革に取り組んできたところ。

・　更に、デジタル化を通じて、利用者視点でのサービス改革が実現するよう、令和３年９月に設置されたデジタル庁など関係省庁と連携しながら、利用者の視点に立ったオンライン申請の利用の推進等について、検討を進めている。

施策を取り巻く現状

2002年に定められたデジタル手続法では、行政のあらゆるサービスを最初から最後までデジタルで完結させるために不可欠なデジタル３原則（①個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結する（デジタルファースト）、②一度提出した情報は、二度提出することを不要とする（ワンスオンリー）及
び③民間サービスを含め、複数の手続・サービスをワンストップで実現する（コネクテッド・ワンストップ）。）を基本原則として明確化するとともに、国の行政手続のオンライン化を原則としている。

各府省庁は、この方針に従って、オンライン化対象の行政手続について、必要な情報システム整備等を行い、オンライン化等を順次実施することとされており、新たにオンライン化等の検討を行う際には、既存の情報システム（マイナポータル、e-Gov等）の利用を第一に検討し、既存の情報システム
では対応できない場合や、件数が少なく費用対効果等の観点から情報システム整備等が適当ではない場合には、手続等の性質等も勘案しつつ、各府省庁ウェブサイト内の簡易な申請ページによる方法や電子メールによる方法等で対応することとなっている。

また、各省庁は規制改革実施計画に従い、オンライン利用率を大胆に引き上げる取組を行うこととされている。デジタル化を進めるに際しては、オンライン化等が自己目的とならないように、本来の行政サービス等の利用者の利便性向上及び行政運営の効率化等に立ち返って、業務改革（BPR）に取
り組む必要があり、利用者のニーズ、利用状況及び現場の業務を詳細に把握・分析した上で、あるべきプロセスを制度・体制・手法を含めて一から検討することとされている。

施策実現のための課題

・　デジタル手続法、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」において、行政手続等の利便性の向上や行政運営の簡素化・効率化を図るため、行政のあらゆるサービスを最初から最後までデジタルで完結させるために不可欠なデジタル３原則（①デジタルファースト：個々の手続・サー
ビスが一貫してデジタルで完結する、②ワンスオンリー：一度提出した情報は、二度提出することを不要とする、及び③コネクテッド・ワンストップ：民間サービスを含め、複数の手続・サービスをワンストップで実現する）を基本原則として明確化するとともに、国の行政手続のオンライン化
実施を原則としている。

・　一方で、重点手続（「オンライン利用拡大行動計画（平成20年９月12日IT戦略本部）」において、国民が広く利用するオンライン化された手続のうち、国民や企業による利用頻度が高い年間申請等件数が100 万件以上のもの及び100 万件未満であっても主として企業等が反復的又は
継続的に利用する手続等とされているもの）に該当する厚生労働省所管手続のオンライン申請率（平成28年度）は12％であるため、利用者の視点に立ったオンライン申請の利用を推進することが必要。

・　また、デジタル手続法に基づき、情報システム整備計画（令和５年６月改定版）に規定することとされている手続や規制改革実施計画（令和２年７月17日閣議決定）に基づいて策定された書面主義見直し方針の対象手続について、オンライン化に向けた取組の推進が必要。更に今後
のオンライン申請率向上のため、随時利用者等からの要望等を把握し、オンライン申請システムの改善を図る。

各課題に対応した達成目標

達成目標/課題との対応関係 達成目標の設定理由

デジタル手続法、デジタル社会の実現に向けた重点計画等に基づき、行政手続の原則オンライン化に向けた取組を計画的
に進める。

簡便な手法で行政サービスを利用できることによってサービスを受ける際のコストを削減でき、また、24時間365日行政サービスを受けることができるというサー
ビスの大幅な利便性の向上を図るため。

達成目標１について

測定指標（アウトカム、アウトプット）
※数字に○を付した指標は主要な指標

基準値 目標値

年度ごとの目標値

測定指標の選定理由 目標値（水準・目標年度）の設定の根拠
年度ごとの実績値

目標年度

1
重点手続に該当する厚生労働省所管手続
のオンライン申請率（アウトカム）

16% 平成29年度
前年度を上

回る値
毎年度

・　オンライン申請率は、オンライン申請が行われている程度や、オンライン申請
の推進に向けた取組の成果を直接的に示す指標であるため、測定指標として
選定した。

・　また、対象手続については、利用件数が多い等の理由により、オンライン申
請の効果が大きい重点手続を選定した。

・実績値は、重点手続に該当する厚生労働省所管手続の全申請件数（分母）の
うち、オンライン申請件数（分子）の割合を算出することとする。
（参考：令和６年度実績）分子＝約1.3億件、分母＝約1.8億件
※分子について、一部速報値による推定

・　年度ごとの目標値については、別途令和３年10月に作成されている「オンラ
イン利用率引上げに係る基本計画（※）」において、計画記載の手続は概ね令
和５年度末までに50％とすると設定されており、これを達成した。今後も引き続
き利用率を向上するべく、前年度以上を目標としている。

※当該計画は、本政策評価対象として従来から設定している21の重点手続を
全て網羅している計画ではない。

2

デジタル手続法においてオンライン実施原
則化の対象となる厚生労働省所管手続のう
ち、オンライン実施手続の占める割合（アウ
トプット）

15.4% 令和元年度 令和７年度 100%

・　オンライン実施手続の割合は、オンライン化が行われている程度や、オンライ
ン化の推進に向けた取組の成果を直接的に示す指標であるため、測定指標とし
て選定した。

・　測定指標の対象手続について、令和４年度までの実績値は、一部の手続の
みを対象とした情報システム整備計画の内容を踏まえ、対象手続数を分母とし
て設定していた。令和５年度以降の実績値では、より広範な書面主義見直し方
針に基づく対象手続を分母として設定している。また、分子は、前述の対象手続
のうち、令和６年度末時点でオンライン化済となった手続数の暫定値を設定して
いる。なお、令和６年度末までに、対象となる3,390手続のうち、2,268手続がオン
ライン化済みとなった。

・　令和６年度までの年度毎の目標値について、情報システム整備計画は毎年
度改定されるため分母(オンライン化対象手続の総数)が変動すること、算定対
象の手続にオンライン化時期が未定のものが含まれることにより流動的である
ため、前年度以上としている。

・規制改革実施計画（令和４年６月７日閣議決定）において、書面主義見直し方
針の対象手続のうち、令和２年末時点でオンライン化していない手続を令和７
年末までにオンライン化することが決定されているため、令和７年度の目標は
100％としている。

（厚生労働省7（ⅩⅢ－１－１））



令和５年度 令和６年度

予算額 予算額

執行額 執行額

※ ※

※ ※

達成手段１
令和７年度

予算額
関連する
指標番号

達成手段の概要等 行政事業レビューシート予算事業ID

007748

施策の予算額（千円）

令和５年度 令和６年度 令和７年度

政策評価実施時期 令和５年度89,413 76,854 37,865

(1)
申請・届出等手続の電子化
（平成14年度）

※ 1 ※

【①】
デジタル手続法
情報通信技術を活用し、行政手続等の利便性の向上や行政運営の簡素化・効率化を図るため、
①行政のデジタル化に関する基本原則及び行政手続の原則オンライン化のために必要な事項を定めるとともに、
②行政のデジタル化を推進するための個別分野における各種施策を講ずる。

＜行政のデジタル化に関する基本原則＞
・デジタルファースト：個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結する
・ワンスオンリー：一度提出した情報は、二度提出することを不要とする
・コネクテッド・ワンストップ：民間サービスを含め、複数の手続・サービスをワンストップで実現する

【②】
デジタル社会の実現に向けた重点計画
国の情報システムを整備する際に留意すべき事項
②　行政手続のデジタル化の推進
　各府省庁は、利用者中心の行政サービスを実現するため、行政手続のデジタル化を推進する。この際、利用者の利便性の向上の観
点から、次を原則とする。
　また、行政手続のデジタル化の具体的な方針や施策については別冊「オンライン化を実施する行政手続の一覧等」に記載する。

・オンラインによる受付を可能とするとともに、原則24時間365日対応を可能とする。あわせて、添付書類や本人確認、手数料の納付等も
含め、手続のエンドツーエンドでのデジタル化を推進する。
（略）
・申請受付機能については、独自の構築を避け、既存の共通基盤であるマイナポータルやe-Gov等を活用する。
（略）

（※）「達成手段」の事業のうち、行政事業レビューの対象事業（「行政事業レビューシート予算事業ID」欄に記載があるもの）の「予算額」、「執行額」及び「達成手段の概要等」については、「行政事業レビュー見える化サイト」（https://rssystem.go.jp/top）の行政事業レビューシートを参照。

施策の執行額（千円） 89,413 76,535

施策に関係する内閣の重要施策
（施政方針演説等のうち主なもの）

施政方針演説等の名称 年月日 関係部分（概要・記載箇所）

①デジタル手続法

②デジタル社会の実現に向けた重点計画

①デジタル手続法
2002年12月13日公布、2003年２月３日施行

②デジタル社会の実現に向けた重点計画
2023年６月９日閣議決定


